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凡  例 

 １ 本編で引用した法令名は、次のような略称名を用いた。 

  法 …建築基準法 

  令 …建築基準法施行令 

  細則 …横浜市建築基準法施行細則 

 ２ 改正経過を編末に掲載した。 

 ３ 各条文の最後に昭和 40年 11月からの改正経過を注記した。 

 


